
■測定結果の取り扱い

本試験に関しては、廃棄物処理法施行規則第1条の2に従った取り扱いが必要で、「PCBが検出されないこと（厚生省告示192号で不検出）」がPCB廃棄物(特別管理廃棄物)に該当しない要件です。

下限を超過し定量値として報告した試料は、PCB廃棄物(特別管理廃棄物)に該当するため、分析の際は、下限設定が重要な意味を持ちます。 また、低濃度PCB含有廃棄物としての上限は5000ppmですので、

それを超過する試料については、日本環境安全事業（株）での処理が必要となります。 




